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  公   告   

公 告 第 ４ ４ 号   
平成２８年１月１９日   

熊本都市計画地区計画の案を作成したいので、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第１６条

第２項の規定に基づく熊本市地区計画等の案の作成手続に関する条例（昭和６１年条例第１３号）第

２条の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の原案を公衆の縦覧に供する。 

なお、利害関係人は期間満了の日の翌日から起算して１週間を経過する日までに縦覧に供された都

市計画の原案について熊本市に意見書を提出することができる。 

熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 

熊本都市計画地区計画 佐土原３丁目（その３）地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

熊本市東区佐土原３丁目の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

都市建設局 都市政策部 都市政策課 

東区役所 区民部 総務企画課 

４ 縦覧期間 

平成２９年１月１９日から平成２９年２月２日まで 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

公 告 第 １ １ １ 号   
平成２８年２月９日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
なお、熊本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案に

ついて熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画用途地域の変更 
熊本都市計画特別用途地区（大規模集客施設制限地区）の変更 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市西区春日一丁目、春日二丁目、春日三丁目、春日六丁目の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
熊本市 都市建設局 都市政策部 都市政策課 
熊本市 西区役所 区民部 総務企画課 

４ 縦覧期間 
平成２９年２月９日（木）から平成２９年２月２３日（木）まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ４ ２ 号   
平成２８年２月１７日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）法第１９条第１項の規定により、都市計画を決定したい

ので、同法第１７条第１項の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供す

る。 
なお、熊本市の住民並びに利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案

について熊本市に意見書を提出することができる。 
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熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 

熊本都市計画地区計画の決定 佐土原３丁目（その３）地区地区計画 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 

熊本市東区佐土原３丁目の一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 

  熊本市都市建設局都市政策課 

  東区役所総務企画課 

４ 縦覧期間 

  平成２９年２月１７日から平成２９年３月３日まで 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 
公 告 第 １ ６ ６ 号   
平成２８年２月２３日   

都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項において準用する同法第１９条第１項の

規定により、都市計画を変更したいので、同法第２１条第２項において準用する同法第１７条第１項

の規定により、次のとおり公告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
なお、熊本市の住民及び利害関係人は、縦覧期間の満了の日までに縦覧に供された都市計画の案に

ついて熊本市に意見書を提出することができる。 
熊本市長  大 西 一 史 

１ 都市計画の種類及び名称 
熊本都市計画道路の変更 ３・３・１３ 水前寺秋津線 

２ 都市計画の変更に係る土地の区域 
熊本市東区桜木４丁目、沼山津４丁目の各一部 

３ 都市計画の案の縦覧場所 
熊本市都市建設局都市政策部都市政策課 
熊本市東区役所区民部総務企画課 

４ 縦覧期間 
  平成２９年２月２３日から平成２９年３月９日まで（土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法

律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。） 
 


